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附属機関等の概要 

 

附属機関等の名称 福山市衛生検査所精度管理専門委員 

設置根拠 福山市衛生検査所精度管理専門委員設置要綱 

設置目的 

衛生検査所における精度管理の維持、向上に関する調査

分析を行い、衛生検査所の適正な管理を指導し、もって医

療及び公衆衛生の向上に寄与すること 

設置年月日 １９９８年７月３０日 

委員数 ５人（２０２５年４月１日時点） 

公開・非公開の別 
□ 公開 

■ 非公開 

非公開とする根拠 

又は理由 

福山市情報公開条例第６条第１項第５号 

 

市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独

立行政法人、指定管理者及びこれらに準ずる団体(以下「国

等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協

議に関する情報(指定管理者にあっては、指定管理業務に

関する情報に限る。)であって、公にすることにより、率直な

意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特

定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ

があるもの 

庶務担当課 
 保健部総務課 

ＴＥＬ（０８４）９２８－１１６４ 

備考   

 


